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令和7年度版 
 

佐賀市老人クラブ連合会 

リーダー必携 
 

 

「のばそう！ 健康寿命、  

担おう！ 地域づくりを」 
<健康寿命> 

○健康寿命を伸ばし、自立した生活、生きがいのある生活の実現を目指します。 

○仲間や地域の高齢者とともに継続的な健康活動に取り組みます。 

<地域づくり> 

○他世代や関係団体と連携し、安全・安心の住みよい地域づくりを目指します。 

○元気高齢者の知識・経験・活力を生かす場づくり・機会づくりを広げます。 

想像と連帯の輪を広げて 

―心豊かな２１世紀を― 
 
 
 

佐賀市老人クラブ連合会 
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   基 本 編  
 

1.「老人クラブ」とは 

(1)「老人クラブ」とは 

 老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主組織です。 

 戦後、先覚者の提唱と社会福祉協議会の協力によって各地に誕生し、全国に広がりました。 

 令和3年年４月現在では、89,498クラブ4,712,182人の会員を擁する組織となっています。 

 また、クラブ相互の連絡調整を図り、より広域的な共同事業を実施するために、市区町村、

都道府県・指定都市、全国の各段階に、それぞれ連合会を組織しています。 

 

◎〈老人クラブの目的〉 

老人クラブとは、 

 ① 仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行うとと

もに、 

 ② その知識や経験を生かして、地域の諸団体と協働し、地域を豊かにする社会活動に取り

組み、 

 ③ 明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的として活動する団体です。 

 

◎〈老人クラブの会員・組織〉 

 ①会員の資格 

  会員の年齢は、おおむね60歳以上です。 

  ただし、クラブ活動が円滑に行われるよう、60歳未満でも会員の加入もできます。 

 ② 組織の範囲 

  原則として、会員が日常的に声かけ合い、徒歩で集まることのできる小地域の範囲で組織

し、30名以上が必要です。(30名未満でも組織は可能) 

 

◎〈老人クラブの法的な位置づけと公的補助〉 

  老人クラブは、昭和38年8月に施行された老人福祉法において、「地方公共団体は、老人 

の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業 

を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない」と位置付けられていま 

す。 

 この法律をもとに、老人クラブの活動助成として、活動の一部を国と県・市で一緒に補助 

を行っています。 

 

◎全国老人クラブでは「100万人会員増強運動」を平成26年度から５ヵ年計画として提唱して

います。 

 佐賀県老人クラブ連合会では「総力を結集して佐賀県6,500人会員増強を達成しよう」のス

ローガンを掲げ、目標達成の為前期として平成26年度より平成28年度までの３カ年計画で

実施しましたが、後期計画として平成29年度から平成30年度までの２カ年計画で継続して

実施することとしています。 

 佐賀市老人クラブ連合会では、全老連・県老連の趣旨を十分に踏まえて具体的な会員目標と

して、年間３％の会員増加を目指します。単位クラブの会員が30人未満は１人以上、30人

以上60人未満は２人以上、60人以上90人未満は３人以上、90人以上は４人以上を目指し
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て会員増強運動の取り組みを行っています。「会員増強運動」の取り組みは終了しましたが、

継続して新規加入会員の確保は必要であります。 

 

2.老人クラブ活動の基本 

 老人クラブでは、全国３大運動を基本に会員の話合いによって、それぞれの地域ごとに多種

多様な活動を行っています。こられの老人クラブ活動は、「生活を豊かにする楽しい活動」と

「地域を豊かにする社会活動」に集約されます。 

 それぞれの活動がどちらか一方に偏ることのないように、バランスのとれた取り組みを進め

ることが大切です。 

 

(1)全国三大運動(健康・友愛・奉仕) 

◎〈健康をすすめる運動〉 

 昭和 55 年、「病にかからぬ運動」として始まった初の全国運動で、昭和 59 年に改称しまし

た。現在、第７次の運動期間を迎え、『地域に健康づくり・介護予防の輪を広げよう！』をス

ローガンに掲げています。 

 誰もが願う健康で生きがいのある生活の実現と医療や介護など制度・施策の健全な発展を目

指しています。 

 また、健康づくりに関する学習・実践・点検活動や閉じこもり・孤立の予防活動の裾野を広

げながら、会員をはじめとする地域高齢者の健康保持・増進に取り組んでいます。 

 

◎〈在宅福祉を支える友愛活動〉 

 当初、「友愛活動」は、「健康をすすめる運動」の実践課題の一つとして取り組んできました。

昭和61年に独立した運動となり、「『社会奉仕の日』一斉奉仕活動」とともに、「健康」「友愛」

「奉仕」の全国三大運動となりました。 

 全老連創立 30 周年記念を期に、平成 4 年からは「在宅福祉を支える友愛活動」として展開

しています。『くらしを支える笑顔の訪問』をスローガンに、話し相手を基本としながら、必

要に応じて家事援助、生活援助、外出援助などを行っています。 

 また、高齢者同士の心と心のふれあいを通して、病弱やねたきり、ハンディキャップをもつ

高齢者とその家族を支援しています。 

 

◎〈「社会奉仕の日」一斉奉仕活動〉 

 昭和59年、「敬老の日」に感謝する行事として始まった「社会奉仕の日」(9月20日)は、各

地の会員の共感と賛同を得て、翌年には全国10数県に広がりました。昭和61年に全国運動と

なり、現在に至っています。 

 『きれいな地球を子どもたちへ』のスローガンのもと、従来の清掃・美化活動や緑化・花づ

くり活動に加え、マイバックの持参や節水・節電の呼びかけ、資源ゴミの回収や不用品のリサ

イクル活動など、環境問題への取り組みを推進しています。 

 

◎〈「老人の日・老人週間」の取り組み〉 

 平成15年から、それまで9月15日と定められていた「敬老の日」は、9月の第3月曜日と

なりました。 

 老人クラブでは、この法案成立の過程で、国民自ら築き上げてきた、いわば我が国の老人福

祉の記念日ともいえる 9 月 15 日を残そうと関係方面に働きかけました。その結果、老人福祉

法が改正され、平成14年から新たに9月15日が「老人の日」、同日から1週間が「老人週間」
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となりました。 

 「老人の日・老人週間」との組は、この制定を記念してスタートした運動で『仲間と集い、

高齢者の元気な姿を示す日(週間)にしよう！』をスローガンに掲げ、9月15日を中心に老人週

間の期間中、「健康」「友愛」「奉仕」の全国三大運動を積極的に展開し、高齢者の行動姿勢を

広くPRしています。 

 

(2)老人クラブ活動の全体像 

 

            老人クラブ活動の全体像   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活を豊かにする 
  楽しい活動 

地域を豊かにする 
  社会活動 

         ねたきりゼロ運動、 
健康づくり    健康学習、クラブ体 
シニア・スポーツ 操、ウォーキング、 
         各種シニア・スポーツな

ど 
         
         趣味・文化・芸能な 
趣味・文化    どのサークル活動、 
レクリェーション 旅行など 
 
 
学習活動     各種学習講座の開 
リーダー研修   催、老人クラブ活動のリ

ーダー研修の開催など 

友愛訪問     在宅福祉を支える 
ボランティア活動 友愛活動、地域の 
社会奉仕の日   ボランティア活動、 
         社会奉仕の日の活動 
         など 
 
伝承活動     地域の文化・伝統芸 
世代交流     能・民芸・手工芸・ 
         郷土史・生活記録等 
         の伝承活動、子どもや青

壮年などとの交流活動

など 
 
作業・生産・環境 農作物や花の栽培、 
美化・リサイクル 植林、手工芸品の製作、

公園や公共施設の環境

整備や管理運営 
 
提言       生活調査、点検(モニタ

ー)活動、関係機関への提

言など 
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3.佐賀市老人クラブ連合会 

 

昭和38年4月1日  「佐賀市老人クラブ連合会」設立 

平成18年4月1日  合併(旧佐賀郡諸富町、大和町、富士町、旧神埼郡三瀬村) 

平成20年4月1日  合併(旧佐賀郡川副町、東与賀町、久保田町) 

 

事務局 

〒849-0919 

佐賀市兵庫北三丁目８番36号 

電話 0952-32-2561    FAX0952-32-2565 

E-mail:shirouren@car.ocn.ne.jp 

http://sgrouren.sakura.ne.jp 

 

(1)佐賀市老人クラブ連合会の組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日新・開成校区老連は休止中で、現在再興についてお願いをしている状況です。 

 川副の大詫間校区老連が31年度に休止の状態となりました。 

 

 

 

佐賀市老人クラブ連合会 

 会長      1名 
 副会長     3名 
 常務理事    1名 
 理事(校区会長) 29名 
 女性理事    7名 
 監事      2名 
(会長・副会長は理事の中より互

選) 

 総会 

理事会 

部会 
・総務部 
・教養部 
・体育部 
・福祉部 

校区老人クラブ連合会 
29校区老連 
現在3校区老連が休止中 

単位老人クラブ 
令和7年度 224クラブ 
会員7,731人 

女性部会 
(29校区の女性部長) 

・校区体育部長会 
・交通安全指導員 
・友愛活動ボラン 
ティアヘルパー 

・体育指導員 

事務局長  1名 
事務職員  1名 

佐賀市老連のホーム

ページQRコード 
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(2) 佐賀市老人クラブ連合会の事業活動 
 

1.高齢者の健康づくり・介護予防・生きがいづくり事業 

 (1) 健康づくり・介護予防の推進 

  ① 健康づくりリーダー研修会の開催(佐賀県老連及び佐賀市事業) 

  ② 健康づくり、体力測定事業及び健康教室の開催(佐賀市事業) 

  ③ いきいきクラブ体操の普及・実践 

  ④ 交通安全、火災防止運動等事故防止活動の実施 

 

 (2) 生きがいづくりの推進 

  (教養文化事業) 

  ① 高齢者趣味の作品展(佐賀市からの委託) 

  ② 囲碁・将棋大会の開催(年二回) 

  ③ 佐賀市老人クラブ大会の開催 

  ④ 全国健康福祉祭(ねんりんピック)への参加 

 (保健体育等事業) 

  ① ゲートボール大会の開催 

  ② グラウンド・ゴルフ大会の開催 

  ③ 交通安全グラウンド・ゴルフ大会の開催 

  ④ ウォーキング、ラジオ体操の実施 

  ⑤ 全国健康福祉祭(ねんりんピック)への参加 

 

2.高齢者の相互支え合い・社会奉仕事業 

 

 (1) 友愛訪問活動の充実推進 

  ① 1クラブ1友愛訪問班づくりの推進 

  ② ふれあい訪問、日常生活支援活動など友愛訪問事業の充実 

  ③ 友愛訪問研修会の開催 

 

 (2) 伝承活動及び社会奉仕活動による社会参加 

  ① 地域文化の承継など伝承活動の推進 

  ② 社会奉仕の日(9月20日)の実施、並びに美化活動及び環境にやさしい活動の実施 

 

 (3) 待機活動促進事業の実施 

 

3.老人クラブの活動強化・育成・普及啓発事業 

 

 (1) 会の運営及び関係団体との連携の強化 

  ① 会の運営 

   会、理事会、委員会及び専門部会等を開催する。 

  ② 校区老連等との連携の強化 

   各校区老人クラブ連合会、単位老人クラブとの連携の強化を図る。 

  ③ 関係団体及び各関連機関との連携 

   ・全国老人クラブ連合会、九州各県及び市町老人クラブ連合会、佐賀県老人クラブ連合
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会等と連携して各種事業を推進する。 

   ・佐賀市社会福祉協議会、佐賀市自治会協議会及びその他の各種関係機関及び諸団体と

連携して、各種事業を推進する。 

 

(2) リーダー研修会の実施 

 ① 老人クラブリーダー養成研修会の開催 

 ② 女性部会研修会の開催 

 ③ 健康づくりリーダー研修会の開催 

 ④ 全国老人クラブ大会への参加 

 ⑤ 九州老人クラブリーダー研修会への参加 

 ⑥ 佐賀県老人クラブリーダー研修会への参加 

 ⑦ 全老連老人クラブリーダー中央セミナー等への参加 

 

(3) 単位クラブの強化 

 ① 地域諸団体との連携強化・会員拡大 

 ② 後継者の育成 

 ③ 老人クラブ新設の推進 

 ④ 老人クラブ解散の防止 

 

(4) 会員拡大運動の展開 

 1クラブあたり新会員5人以上の入会の促進。１人が一人の新規加入者を確保する。 

 

(5) 機関紙「佐賀市老連だより」の発行 

     老人クラブ最新情報の伝達、老人クラブ活動の紹介、生活情報の紹介など老人クラブの

魅力の発信(年2回発行) 

 

(6) 会員厚生福利事業の推進 

 ① 老人クラブ傷害保険の加入促進 

 ② 指定旅館事業の推進(佐賀県老連) 

 ③ 全老連機関誌「全老連」の購読促進 

 ④ 老人クラブ会員章及び図書等の普及促進 

 ⑤ 佐賀市老連指定事業所との契約締結での冠婚葬祭事業の利用促進 

  指定事業所 

 ・メモリード 

 ・草苑 

 ・典礼殿(メモリードと合併) 

 ・JAプレアホール 
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  活動・運営編   
 

1.老人クラブ運営の原則 

2.会則の策定 

3.年間行事表(活動計画)の作成 

4.新会員の加入呼びかけ 

5.行事参加者を増やす 

6.予算書・決算書の作成 

7.金銭管理 

8.佐賀市単位老人クラブ補助金 

9.友愛訪問活動 

10.老人クラブ傷害保険 

11.福祉バスの利用(佐賀市社会福祉協議会) 

12.佐賀県老人クラブ連合会「指定旅館」のご利用を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

《老人クラブの活動・運営》 
 

1.老人クラブ運営の原則 

 (1) 老人クラブ運営の原則は、自主的にかつ民主的に、会員本位の運営を行う。 

 (2) 運営にあたっては、会則を定めて、運営方針を明らかにし、年度ごとに総会などで活動計画・

予算を決め、終了後には活動報告・決算を行う。 

 (3) 会員名簿や活動記録などを整備しておくこと。 

 (4) 金銭管理は、会費(会員の拠出金)や補助金(国民の税金)を取り扱うことから、常に収入・支

出の状況を明確にし、金銭出納簿、領収書、預金通帳を備えておく。 

    これらの書類は、事業完了後5年間保管しておかなければなりません。 

 

2.会則の策定(構成内容) 

  組織の運営や活動に関する基本的な事柄については、あらかじめ、ルール(会則)を決めておき 

ます。その結果、会員に安心感を与えるとともに、日々の活動も円滑に進めることが出来ます。 

 次のような内容を取り入れて策定しておきます。 

 ① 会の名称  ② 会の目的  ③ 会員(要件、加入、退会の取扱い) ④ 活動内容(事業) 

⑤ 役員(役職名、選任方法、任期など) ⑥ 会費  ⑦ 総会、役員会など 

※ 会則に加え、部会の設置、表彰、慶弔など、必要に応じて規程や内規を策定します。 

 

(参考)     《○○単位老人クラブ会則 例》 

 

(名称) 

第1条 本会は、○○会と称する。 

(目的) 

第2条 本会は、会員相互の親睦融和をはかり、教養を高め、健康の維持増進に努め、地域社会に

貢献することを目的とする。 

(会員) 

第3条 本会の会員は、○○町(又は、本会の活動区域内)に居住し、本会の趣旨に賛同する次の者

とする。 

 (1)60歳以上の者。 

 (2)その他入会を希望する者。 

(事業) 

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1)教養を高めるための、学習会、懇談会などの開催。 

 (2)健康の維持増進のための、保健学習、健康相談などの開催及びスポーツ活動の実施。 

 (3)明るい地域を築くための奉仕活動の実施。 

 (4)一人暮らし、寝たきり等の高齢者に対する友愛訪問活動の実施。 

 (5)楽しい老後をおくるためのレクリェーションの開催。 

 (3)その他、本会の目的を達成するための事業の開催。 

(役員) 

第5条 本会の役員は、総会に於いて、次のとおり選出する。(会長、副会長のうち1名は女性とす

る。) 

  会長 1名、 副会長 2名、 書記 1名、 会計 1名、 監事 2名 
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 2 会長は会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。

書記は会の運営を記録し保存する。会計は本会の経理を担当する。監事は年1回以上監査を行

う。 

 3 会の活動を促進するため、各活動担当を設け、部長、副部長を置き、担当の運営にあたる。 

 4 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠と役員の任期は前任者の残

任期間とする。 

(経費) 

第6条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

 2 会費は、年額○○○円とし、毎月○○円を納入する。(又は○月、○月に分納) 

(総会) 

第7条 総会は、毎年4月に開催し、前年度の事業報告、会計報告及び新年度の事業計画案、終始

予算案を審議するものとする。 

(役員会) 

第8条 役員会は、毎月1回開催し、会の運営について協議する。 

 2 専門部会の部長、副部長は、必要に応じ、役員会に出席するものとする。 

(会計年度) 

第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 

(会則の改正) 

第10条 会則の改正は、総会に於いて出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 

 

 附 則 

本会則は、平成○年○月○日より適用する。 

 

 

3.年間行事表(活動計画)の作成 

 

 行事がマンネリ化した。どんな行事にしようか。と悩んでいるクラブも多いと思います。他のク

ラブを参考にすることも悩み解消につながる一つの方法です。 

 ここでは、年間行事表の作成手順をお示しします。 

 最初に1年間どのような活動をするか、会員の意見を十分聞いて、年間行事計画表を作成します。 

 (1)行事表の作成にあたっては、複数の役員で行います。 

 (2)会員の参加状況や会員の楽しみ具合、会員の身体状況、校区・市老連・県老連の事業内容など

を踏まえて作成し、多くの会員が参加できるよう配慮し、場合によれば、昨年の行事の見直し

も必要です。 

 (3)作成した行事表は、老人クラブの特徴である「生活を豊かにする楽しい活動」「地域を豊かに

する社会活動」になっているか確認しましょう。 

 (4)行事表が出来たら大まかな費用(予算)も算定し、予算が超える場合は、行事の調整をします。 
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(参考)   具体的な活動事例 

活動区分   活動事例 

会基本活動 総会  役員会  誕生会など 

社会奉仕活動 清掃美化活動  交通安全活動  リサイクル活動 

防犯活動  花壇植栽活動  地域見守り活動 

世代間交流活動(餅つき、芋掘り、昔あそびなど) 

施設訪問活動 

 

教養・レクリェーショ

ン活動 

各種教養講座  講演会  研修会  作品展 

ビデオ・映画鑑賞会  社会見学  史跡見学 

カラオケ会  サロン活動  夏まつり参加  各種趣味講座(踊

り、詩吟、俳句、大正琴など) 

花見  親睦旅行  親睦会 

 

健康増進活動 健康講座  体力測定    健康料理教室 

グラウンド・ゴルフ  ゲートボール  歩こう会 

ウォーキング  ダーツ  ペタンク  健康・スポーツサークル

活動   校区運動会の参加  佐賀市高齢者スポーツ大会への参

加など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

 (参考)   令和○○年度  ○○会活動計画(記載例) 
月   行   事  場  所   備  考 

4 

・交通安全パトルール参加 

・花見 

・グラウンド・ゴルフ例会 

○○小学校周辺 

○○公園 

○○公園 

 

5 

・総会 

・公園清掃 

・グラウンド・ゴルフ例会 

 

○○公園 

○○公園 

 

6 
・町内一斉清掃参加 

・グラウンド・ゴルフ例会 

○○公園 

○○公園 

 

7 
・健康講座 

・ダーツ例会 

○○集会所 

○○公民館 

 

8 
・町内夏祭り参加 

・ダーツ例会 

○○集会所 

○○公民館 

 

9 

・社会奉仕の日(公園清掃) 

・誕生日会 

・交通安全パトロール参加 

・ダーツ例会 

○○公園 

○○公民館 

○○小学校周辺 

○○公民館 

 

4月から9月までの方 

10 
・社会見学 

・グラウンド・ゴルフ例会 

○○史跡・○○工場見学 

○○公園 

福祉バス利用 

11 

・世代間交流会 

・グラウンド・ゴルフ例会 

交通講話 

○○小学校 

○○公園 

○○公民館 

 

12 
・交通安全パトロール参加 

・ダーツ例会 

○○小学校周辺 

○○公民館 

 

1 
・神社仏閣めぐり 

・ダーツ例会 

 

○○公民館 

 

2 
・ダーツ例会 

・展覧会参加 

○○公民館 

○○美術館 

 

3 
・誕生日会 

・グラウンド・ゴルフ例会 

○○公民館 

○○公園 

10 月から 3 月までの

方 

  ※友愛サロン(お茶飲み会):毎月第1・3木曜日午後から○○公民館で行います。 

 

4.新会員の加入呼びかけ 

 

 会意の増加は、老人クラブの活性化に繋がり、活動の範囲も広がります。 

 また、無縁社会と言われるなか、「高齢者一人ひとりを一人にしない」、「仲間にする」を 

モットーに新会員の加入呼びかけを行いましょう。 

 

全国老人クラブでは平成26年度より「100万人会員増強運動」を5ヵ年計画で取り組んでいます。 

佐賀県老人クラブ連合会では、「総力を結集して佐賀県6,500人会員増強を達成しよう」のスロー

ガンを掲げ目標達成のための前期として平成26年度より3カ年計画を実施しています。 

佐賀市老連では、全老連・県老連の趣旨を十分に踏まえ、具体的な目標として毎年前年度の3%の
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会員増加を目標として会員拡大を進めています。 

 

 (1)町内高齢者・会員の実態を知る。(町内で会員の空白の地域、団地及びマンション、会員の年

齢構成等) 

 (2)老人クラブで会員の拡大目標を皆で話し合って作りましょう。 

 (3)「老人クラブ入会のお誘い」や「市・校区老連広報紙」、「会の広報紙」などを活用する。 

 (4)「新しい会員への加入の呼びかけ！―老人クラブの魅力をアピール―」を活用する。 

 (5)自治会や自治協議会の協力を得る。校区で取り組むことも大事。 

 

(参考)      新しい会員への加入の呼びかけ！！ 

         ～老人クラブの魅力をアピール～ 

① 地域に新しい仲間ができるョ！ 

● 老人クラブに加入すると、地域の同世代と仲間づくりができる。 

● 地域の各世代との交流ができて、多くの新しい関係が生まれる。 

● 老人クラブ活動と交流によって、社会性が保持され、連帯感が深まる。 

 

② 健康の保持・増進になるョ！ 

● 老人クラブ活動に参加すれば、閉じこもりの防止、健康の保持・増進につながる。 

● ねたきりゼロ運動やいきいきクラブ体操、健康ウォーキング、各種のシニアスポーツな

どへの参加を通して、健康の保持・増進になる。 

● 友愛活動や社会奉仕の日の活動を通して、精神的な充実感、こころとからだの健康が実

現する。 

 

③ 知識や経験を生かし、新しい能力の発揮ができるョ！ 

● これまでの生活や仕事、趣味などの知識や経験を生かす機会が増える。 

● 老人クラブ活動への参加を通して、新しい学習や能力を生かす機会が増え、自己実現に

つながる。 

● 地域の伝承文化を世代交流などにより若い人達に伝えることができる。 

 

④ 社会活動への参画と貢献ができるョ！ 

● 「花のあるまち、ゴミのないまち」運動やリサイクル運動などを通して、地域環境の保

全や美化、緑化など、住み良い環境づくりに参画・貢献できる。 

● 「在宅福祉を支える友愛活動」や、その他のボランティア活動などへの参加を通して、

地域福祉の担い手として一翼を担うと同時に、地域の福祉と保健・医療サービスの充実

についても働きかけるなど推進役となる。 

● クラブ活動を通して「まちづくり計画」などへ参画し、高齢者の立場から豊かな地域づ

くりへの提言などができる。 

⑤ 心の安らぎ、充実感が得られるョ！ 

● 地域に多くの仲間が出来ることで、孤立感がなくなり、こころの安らぎが得られる。 

● 仲間との交流は、日常生活に必要な情報交換に役立ち、心配事や悩み事の相談を容易に

する。 

● クラブ活動を企画し実践するなかで、達成感や満足感、あるいは実践の評価に伴う充実

感、感謝の気持ちなど、多くの精神的な喜びを味わうことができる。 
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5.行事参加者を増やす 

 行事はするが参加者が少ないという悩みを老人クラブから聞きます。多くの会員が参加して、

役員の苦労も報われます。行事参加者を増やすのは、どの会にとっても課題です。 

 「外に出ること」、「人に会うこと」が元気の源をモットーに行いましょう。 

 

 (1)季節、時間帯などを配慮し、会員の意見を反映した誰でも参加できる行事を計画する。 

 (2)会員に「広報紙」や「声かけ」による行事参加の誘いを常に行う。 

 (3)行事内容によっては、隣のクラブと共同で行う。 

 (4)奉仕活動の場合は、地域に貢献できたという満足感を共有できるように工夫する。 

 (5)「老人クラブに入って良かった。」という満足感を会員が持てば、最高の運営！！ 

 

6.予算書・決算書の作成 

 予算や決算の作成には、(参考1)のように収入や支出したものを「費目」毎に整理し 

て記載する方法や(参考2)のように行事ごとに記載する方法があります。 

 整理しやすい方法で行います。 

(参考1) 

 ①収入の部 :会費、補助金、助成金、寄付金、事業収入など 

 ⑥支出の部 :運営費(会議費、旅費、事務費、慶弔費、分担金支出など) 

       活動費(友愛活動費、ボランティア活動費、健康活動費、生きがい活動費、予

備費など) 

(参考2)    令和○○年度  ○○会予算書(記載例) 

(収入の部) 

  項  目 本年度 前年度 増減   説   明 

繰越金 50,000 40,000 10,000 前年度から 

会費 66,000 60,000 6,000 55名 

市補助金 46,560 56,560 0  

助成金事業収入 30,000 30,000 0 町内会から 

寄付 10,000 0 10,000 ○○会から 

雑入 400 10,000 0  

  合計 202,960 186,560 26,000  

(支出の部) 

 項  目  本年度 前年度 増減   説  明 

総会 30,000 40,000 △10,000 50名出席、ベント絵、資料 

グラウンドゴルフ例会 10,000 12,000 △2,000 用具等 

公園清掃 10,000 8,000 2,000 ごみ袋、お茶等 

  :     

予備費 30,000 40,000 △10,000  

 合計 202,960 186,560 16,400  
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       令和○○年度  ○○会決算書(記載例) 

(収入の部) 

  項  目 本年度 前年度 増減   説  明 

予算項目と同じ     

     

     

  合 計     

 

(支出の部) 

  項  目 本年度 前年度 増減   説  明 

予算項目と同じ     

     

     

  合 計     

 

 

 

7.金銭管理 

 老人クラブは、会費や補助金、寄付金など公的なお金により運営するため、収入、支出を明

確にしておく必要があります。 

 

 (1)金銭出納簿、通帳を準備し、記帳する。 

 (2)領収書は必ず受取、日付順に張る。 

 (3)金銭出納簿に記帳する場合は、補助対象項目も確認する。 

 

(参考)  単位老人クラブの補助対象となる支出項目について 

1.社会奉仕活動(参考事例)  (注)「○」は補助対象 「×」は補助対象外 

行事 支出項目 用途内容   補助対象 

 

 

公園の清掃活動 

コピー 会員へ実施日を通知するための文書をコピー ○  

ごみ袋代 当日使用するゴミ袋 ○  

手袋代 参加者に配布する手袋 ○  

ごみハサミ代 参加者の持参のほか、数本のごみハサミを購入 ○  

幟代 清掃時に幟を立てる ○  

茶菓代 活動後、お茶・お菓子配布 ○  

弁当代 活動後、弁当配布 ×  

 

 

地域見守り活動 

インク代 見守り日程を会員へ周知のためのパソコンインク代 ○  

コピー代 日程のコピー代 ○  

お茶代 活動後、お茶配布 ○  

ジャンバー又

は帽子代 

身分を明らかにするため等で参加者のジャンパー又は

帽子 
△ 

貸与の取扱いに

限る 
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2.教養・レクリェーション活動(参考事例) (注)「○」は補助対象「×」は補助対象外 

行事 支出項目 用途内容   補助対象 

コーラスの会(老

人クラブサーク

ル) 

コピー代 歌詞を毎回人数分コピー ○  

茶菓代 お茶、お菓子を配布 △ 外部講師に限る 

講師謝礼・交通

費 

宣誓への謝礼・交通費 △ 外部講師に限る 

 

 

社会見学旅行 

コピー代 旅行のしおり作成 ○  

バス料金代 福祉バスを利用し超過料金の支払い ×  

高速料金代 福祉バスを利用し高速代金 △ 社会見学の目的であれば可 

入場料 旅行先の美術館見学 ×  

拝観料 旅行先の神社参拝 ×  

弁当代 参加者に配布 ×  

写真代 記念写真を参加者に配布 △ 社会見学の目的であれば可 

損害保険料 参加者のケガに対応 ×  

ガソリン代 旅行の下見交通費 ×  

弁当代 旅行の下見昼食代 ×  

3.健康増進事業(参考事例) (注)「○」は補助対象「×」は補助対象外 

行事 支出項目 用途内容   補助対象 

 

健康講座 

コピー代 会員へ実施日通知文書コピー ○  

講師謝礼・交通費 講話・実技を行う講師謝礼・交通費 △ 外部講師に限る 

教材費 参加者へ実技用ひも購入 ○  

ドリンク代 水分補給のためのドリンク △ アルコール類は不可 

グラウンドゴル

フ例会 

賞品代 月に1回大会として3位まで商品贈呈 △ 社会通念上の額の範囲 

スタートマット代 スタートマットが破損したので購入 ○  

お茶代 水分補給のためのお茶 ○  

4.その他(参考事例)  (注)「○」は補助対象「×」は補助対象外 

行事 支出項目 用途内容   補助対象 

総会 

(単位老人クラ

ブ) 

印刷・コピー代 総会資料の印刷 ×  

弁当代 参加者への弁 ×  

弁当代 スタッフへの弁当当   

市老連グラウンドゴル

フ大会参加 

交通費 大会参加交通費 △ 実費が望ましい 

弁当代 参加弁当代 ×  

 

 

 

その他 

インク代 広報紙作成 △ 事業実施に必要なもの

であれば可 事務用品代 会で使用する鉛筆、ボールペン、用紙等 △ 

事務用品代 会で使用する家計簿、活動日誌の購入 △ 

本代 会で使用する全老連月刊誌の購入 △ 

交通費 市老連総会に出席交通費 △ 

慶弔費 亡くなった会員への香典 ×  

会費 校区老連への会費 ×  

会費 校区社協への会費 ×  

電話代 役員の電話代・切手代 △ 事業実施に必要なものであれば可 

 役員手当 役員の手当 ×  

備品 ダーツ会を立ち上げる為の盤購入 ○  
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 (参考)   令和○○年度 会費徴収簿(記載例) 

氏 名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3  

1 ○○○○ 印             

2 ◇◇◇◇ 印             

3 ○◆○◆ 印             

4 ○○◇◇ 印             

5 :              

6 :              

7 :              

8 :              

9 :              

10 :              

 :              

53 :              

  合 計              

(備考)納付の際、押印する。 

※様式は、全老連の「平成24年度版老人クラブ会計簿」を基本としております。 

 

(参考)  金銭出納簿(記載例) 

月 日  科  目  摘    要 収入 支出 残高 

4 1  前年度繰越金 50,000  50,000 

4 5  会費 ○○○○(1年分) 1,200  51,200 

4 7 奉 会ゴミ袋代費 公園清掃用  500 50,700 

4 10 奉 お茶代 パトロール20名  2,000 48,700 

4 16  会費 △△△△(1年分) 1,200  49,900 

        

        

        

  4月分合計   49,900 

※様式は、全老連の「平成27年度版老人クラブ会計簿」を基本としております。 

※全老連の「老人クラブ会計簿」を活用されることをお勧めします。 

 

8.佐賀市単位老人クラブ補助金 

佐賀市が実施している老人福祉法に基づき老人クラブの円滑な活動と運営を助成することを 

目的とした単位老人クラブ補助金の活用ができます。 

(1)対象老人クラブ 

 ○会員の年齢が概ね60歳以上であること。 

 ○会員数が概ね30人以上であること。(30人未満でも可) 

 ○年間を通じ活動が行われていること。 
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(2)補助内容 

 ①補助金額…令和２年度より４段階に変更がなされました。 

  46,560円(月額3,880円)か23,280円(月額1,940円)より下記のとおり変更された。 

会員が30人未満・・・(月額1,940円×活動月数(12月)の23,280円 

会員が30人以上60人未満・・・ (月額3,880円×活動月数〈12月〉の46,560円 

会員が60人以上90人未満・・・(月額5,820円×活動月数(12月)の69,840円 

会員が90人以上・・・(月額7,760円×(12月)の93,120円 

 ②補助対象活動 

  ○社会奉仕活動(清掃美化活動、交通安全活動、世代間交流など) 

  ○教養・レクリェーション活動(各種教養講座、社会見学、地域の祭り参加など) 

  ○健康増進活動(グラウンド・ゴルフ、健康体操、ウォーキングなど) 

  ○全老連の賠償責任保険料 

(3)問い合わせ先    

佐賀市高齢福祉課 

 

(参考)   補助対象事業 

補助対象活動     活 動 事 例 

社会奉仕活動 清掃美化活動   交通安全活動  リサイクル活動 

防犯活動     花壇植栽    地域見守り活動 

世代間交流(餅つき、芋掘り、昔遊びなど) 

施設訪問 

教養・レクリェーショ

ン活動 

各種教養講座  講演会   研修会  作品展 

ビデオ・映画鑑賞会  社会見学  史跡見学 

カラオケ会  サロン活動  夏祭り参加 

各種趣味講座(踊り、詩吟、俳句、大正琴など) 

対象外(単なる娯楽事

業) 

花見  親睦旅行  親睦会  忘年会  誕生会など 

健康増進事業 

 

 

 

健康講座  体力測定  健康料理教室   

グラウンド・ゴルフ  ゲートボール  歩こう会 

ウォーキング  ダーツ  ペタンク  健康・スポーツサークル活

動  校区運動会の参加など 

 

賠償責任保険料 

全老連の賠償責任保険料 

※単位クラブ全員が加入する 1 人 100 円の保険が新たに対象となっ

た。 
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 (参考)  記載例・・・報告書 

①報告書かがみ  押印は省略とした      ②活動実績報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③歳入歳出報告書             ④ 補助対象事業報告書(会計簿) 

                        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ③活動写真                  

 

  



- 20 - 
 

⑤次年度計画申請書  押印は省略とした ⑥次年度事業計画書 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦次年度歳入歳出計画書 
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9.友愛訪問活動 

 この事業は、老人クラブ会員が地域高齢者を定期的に訪問することにより、当該高齢者の安

否確認、孤独感の解消を図るとともに、地域社会への参加を促進させることを目的としていま

す。介護保険制度の改正に伴い、地域包括ケアシステムの構築がなされようとしていますが、

地域の諸団体と連携し友愛活動を進める必要があります。 

 

(1)友愛訪問班 

 ①1訪問班あたり、訪問員は2名以上です。 

 ②班長は、訪問員を兼ねるものとします。 

 ③班長は、訪問員に「友愛訪問員証」を交付します。 

 

(2)訪問活動 

 ①訪問員は、原則として複数で対象者を訪問すること。 

 ②訪問を実施する時は、土産物などは持参しないこと。 

 ③訪問員は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 ④訪問員は、訪問の結果を月ごとに班長に報告すること。 

 

(3)訪問対象者 

 ①訪問対象者は、単位クラブの区域内に居住し、友愛訪問をすることが必要と思われる高齢

者です。 

 ②訪問を希望しない者、施設等(「ケアハウス」を除く)の入居者、訪問が困難な者等は、対

象者から除外します。 

 

(4)報告事項 

 ①友愛訪問を実施するときは、友愛訪問事業計画書を校区老連に提出すること。 

 ②当該年度終了時に、友愛訪問事業実施報告書を校区老連に提出すること。 

 

(5)老人クラブ傷害保険について 

 活動におけるケガなど、万一の事故に備えた「老人クラブ傷害保険」への加入を勧めていま

す。なお、全国社会福祉協議会が所管するボランティア保険についても従来通り加入できま

す。 

 

(6)活動費 

  活動費は無く、あくまでもボランティアとなりますが、補助対象事業となりますので、必

要な経費は活動費として計上できます。 

①訪問対象者名簿        

②友愛活動日誌      

③活動報告書 

 

(7)地域包括ケアシステムとの連動 

 佐賀市介護予防・生活支援推進会議(第１層協議体)で検討されている活動を第２層協議体

(町・校区毎の活動)の活動について老人クラブの友愛活動も一緒になって活動を行うことにな

る。 
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10老人クラブ傷害保険(安心して、みんなで活動！) 

 老人クラブとして、安心して会員が活動に臨めるように、「活動中の万が一のケガに対応す

る補償制度」です。加入時期は年2回のみとなります。 

4月加入…1月1日～3月15日までの申し込みで4月1日午後4時から1年間 

10月加入…7月1日～9月15日までの申し込みで10月1日午後4時から1年間 

 

(1)補償の対象となる「老人クラブ活動」とは 

  老人クラブ組織の指揮・監督及び指導下で、その所属クラブ内において、所定の手続きを

経て決定された活動を指します。 

  また、事故発生時には、所属クラブの会長もしくは保険担当者の「活動証明印」により、

証明されることが必要です。 

(2)補償の対象となるケガ 

  クラブ活動中のケガを補償する「老人クラブ活動保健」を基本としていますが、希望者は

日常生活全般のケガを補償する「24時間保険」もあります。 

 ○ケガの例・・・骨折、捻挫、打撲、裂傷、火傷などの外傷 

 ○事故の例・・・交通事故、転倒、転落事故、犬に咬まれる、殺虫剤による急性中毒 など 

(3)「老人クラブ活動保険」は充実の補償内容 

  クラブ活動場所と自宅との往復途上(正規ルート)のケガも補償します。 

  また、クラブ活動中の飲食等により急性の細菌食中毒やウイルス性食中毒にかかっ 

た場合も対象となります。 

(4)年間掛け金は500円から！ 

 ○活動中補償の基本タイプは、A:500円 B:1,000円の2タイプ。 

 ○24時間保障の上乗せタイプはA:3,500円、B:5,000円、C:8,000円、D:12,000の4タイプ

となります。 

(5)会員であればだれでも、ひとりからでも加入できます。(記載例参考) 

 老人クラブ会員であればどなたでも、所属老人クラブを通じて加入できます。 

(6)問い合わせ先 

  佐賀市老人クラブ連合会 

  電話 32－2561  FAX 32-2565 

(注意事項) 

(1) ケガ(傷害)とは 

 ○急激…突発的な自己 

   事故(原因)から結果にいたる過程で、結果の発生を避けることができないほど急   

  迫であること。 

 ○偶然…予測できない出来事 

   ①事故(原因)の発生が偶然 ②結果の発生が偶然 ③原因、結果とも偶然 

 ○外来…傷害の原因が、保険加入者の体の外からの作用による 

 

(2) 病気や、病気が原因となったケガについて 

  老人クラブ傷害保険は突発的なケガに対する補償であり、病気や、病気が原因となったケ

ガ等は対象となりませんので、ご注意願います。 

  (例)脳梗塞で転倒して、大腿骨骨折など。 

※令和元年10月より傷害保険の保険内容が変更されます。 

 活動型 ⇒３タイプから２タイプへ  総合型 ⇒３タイプから４タイプへ 
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 加入時期として４月か10月に限定されます。(加入時期が年２回のみとなる。) 

※賠償責任保険はクラブ会員全員が加入となっており、１人100円ですが、最低引受保険料と

して3,000円です。 

◆掛け金と補償額          賠償責任保険料が補助対象となりました。 

 

※賠償責任保険のご案内 

 平成26年10月より、賠償責任保険が新たに創設されました。この賠償責任保険は単 

位クラブ会員全員が加入する事になっていますが、老人クラブの活動中に対人事故及び 

対物事故により損害を負わせた場合に適用されるもので年間掛金として会員数×100円 

で1年間(翌年の10月1日まで)の補償が可能となり補償金額も1億円までとなってい 

ますので、全老連の今までの傷害保険と合わせ総合型か活動型の何れかと併せての加入 

をお勧めします。 
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11.福祉バスの利用 

 佐賀市社会福祉協議会では、福祉バスの運行を行っています。 

支援する団体が円滑な活動ができるように、市内の福祉団体やボランティア団体等にマイクロバス（２

９人乗り）の貸出しを行っています。 
 例えば、福祉団体での研修旅行、地域でのボランティア活動、高齢者サロンのレクリエーション事業

等でお出かけする際等にご利用いただけます。 
 利用には団体登録が必要です。団体登録・利用申込は福祉バス利用受付窓口へお電話にてお申込くだ

さい。 
 その他詳しいことについては、下記の利用案内をご覧ください。 
 
 

 

 

 

      

 

 

【福祉バス利用条件】 

利用する場合には、以下の条件を満たしていることが必要です。 

◎団体の種類 ※本会に特別団体会員として登録する必要があります。 

・佐賀市内の校区単位の自治会 

・佐賀市内の地区民生児童委員協議会 

・佐賀市内の校区社会福祉協議会 

・佐賀市内のボランティア団体・グループ 

・佐賀市内の高齢者ふれあいサロン 

 

◎利用目的 ※下記のいずれかにあてはまること。 

・研修会 

・見学会 

・レクリェーション事業(高齢者ふれあいサロンに限る) 

 

◎登録 

・登録には『利用条件』に一致していることが必要です。登録希望団体の申請により、利用す

るのに適当な団体と認められた場合に行われます。 

 

◎利用手続き  

3ヶ月先の予定を入れる場合 

・予約受付・・・利用日の属する月の3ヵ月前の「1日」(但し、土曜日、日曜日及び国民の祝

日の場合は、次の平日受付) 

・受付時間・・・午前9時30分までに本所(ほほえみ館)にお越しください。 

抽選日以降に予約を入れる場合(利用日の2週間前まで) 

・予約受付・・・随時受け付け(先着順) 

・受付時間・・・午前9時から午後5時まで(電話での予約可) 

        ※注意 同時刻に受付、競合した場合は、抽選とします。 

【佐賀市社会福祉協議会 福祉バス利用受付窓口】 
電話0952-32-6670 FAX0952-32-6665 
E-mail:soumu@scshakyou.jp ※E-mailは問い合わせのみ 
受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 
上記時間以外、祝日・年末年始はお取り扱いできませんのでご注意ください。 

老人クラブは 老人クラブはこちらに

該当します。 
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◎料金・・・無料 

 

 

 

 



- 26 - 
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12.佐賀県老人クラブ連合会「指定旅館」については、令和5年度より廃止となりまし

た。 

●サロン事業と老人クラブ活動の違い 

 
サロン活動は、おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者や閉じこもりの高齢者(対象者)を地域のボ

ランティア等の協力者で構成され活動し、おおむね 10 人以上の参加で毎月 1 回以上(年 10 回以上

の開催)として、サロンの代表者及び会計は協力者の中から選定することになっている。 
 
老人クラブ活動は、単位老人クラブは 60 歳以上の高齢者で会員登録を行い会費を納付して組織し

た任意の団体であり、高齢者の仲間同士がクラブ活動を通じながら、暮らしを豊にするとともに、

知識と経験を生かして社会の一員としての役割を果たすことを目的とした自主団体であり、「創造と

連帯の輪を広げ―心豊な21世紀を－」のテーマのもと、「健康・友愛・奉仕」を柱とした様々な活

動の取り組みを推進している。 
サロン活動                  老人クラブ活動 
 
     高齢者                単位クラブ 
                       会長他役員     高齢者 
  協力者   老人クラブ会員         老人クラブ会員 未加入者への加入の進め 
  サロン代表者                会員よりの会費 
  会計担当者 
 
 
 
市(社協)からの助成金の交付(基本額60,000円)  国・県・市からの補助金(30人以上46,560円) 
月平均10人以上 1万円 20人以上 2万円              (30人未満23,280円) 

30人以上 3万円            補助事業内容 

事業内容                ①友愛訪問・清掃奉仕活動 

・スポーツ、娯楽活動 ・健康増進活動     ②地域見守り活動 
・趣味、創造活動   ・世代間交流活動    ③教養講座開催 
・自立生活助長の為の活動           ④スポーツ活動 
・社会貢献活動    ・屋外活動 
※他の補助事業との併用は認められない。 
 
 
※社協事務局で保険加入となり各サロン      ※個人単位での全老連や民間の 
 の負担はない。                 保険に加入の必要がある。 
                        ※ボランティア活動保険として社会福祉協議

会に保険加入することができる。基本タイ

プ280円 
※どちらも飲酒に関することは対象外になっ

ているが、サロン事業の方が弁当は良いが老人

クラブはダメであったが、28 年度よりサロン

活動でも弁当はダメとなった。 

国・県・市からの補助金 30人未満 23,280円 
        30人以上60人未満46,560円 
        60人以上90人未満69,840円 
        90人以上     93,120円 
補助事業内容 
①友愛訪問・清掃奉仕活動 
➁地域見守り活動 
③教養講座開催 
④スポーツ活動 
⑤損害賠償保険料 
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老人クラブ活動とサロン事業の友好的な活動について 
 
 上記に記述しているとおり、老人クラブ活動とサロン活動の大きな違いは無いのでは

あるが、大きく違っているのは老人クラブ活動は単位クラブを作り会費を納入して仲間

作りとしての活動であるが、サロン事業は地域の協力者が一人暮らしの高齢者や閉じこ

もり高齢者や子ども達との交流を行っており、実施団体が違ってはいるものの、対象者

は高齢者としており、老人クラブ活動とサロン活動の住分けが必要であるので、例えば、

サロン事業を開催する中で健康な老人クラブ会員は協力者としてサロン活動し、ここか

らは老人クラブ活動として分けて対応する必要がある。 
しかし、老人クラブ活動と平行してサロン活動を行っていく過程において、老人クラ

ブへの未加入者が加入されることも期待されますので、もちつもたれつの関係で友好的

な活動をお願いしたいと願っています。 
 

 
14. 「新地域支援事業」に向けての行動提案 
 ～老人クラブ・高齢者が介護予防・生活支援の担い手に～ 
 
○ 介護保険制度が見直され、市町村は要支援者に対して、平成年始度 27 年度から３

年間において独自の新地域支援事業に取り組み、対応しなければならないことにな

りました。 
○ 新地域支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために、地域団体や住

民参加による支え合いの体制をつくることが必要とされています。 
○ 老人クラブが行う事業(活動)が、高齢者の在宅生活を支える「新地域支援事業」と

して認められるよう、関係者との協議に努めましょう。 
 
1. 市町村老連は、速やかに市町村行政の対応計画を把握し、首長や担当者に老人クラ

ブの事業(活動)について説明し、新地域支援事業との関連を再認識してもらうよう

にしましょう。 
(1).市町村からの説明の対応 
  新地域支援事業が始まる平成 27 年に向けて、各市町村では早急に取組の計画を作

成し、住民・団体による「助け合い活動のめざすもの」について様々な機会を通じて

説明・相談し、参画の呼びかけが行われるものと思われます。 
  老人クラブの事業(活動)について十分理解してもらう必要があります。 
 
(2).協議の場(協議体)への参加 
  市町村内の高齢者ニーズを把握し、計画を策定し、運営していくため、関係者が連

携・協力していく必要があります。そのための場として「協議体」の設置がすすめら

れると思われます。協議体への参画によって、老人クラブ事業(活動)は多様な関係者

にも理解され、連携が深まります。 
 
2. 老人クラブ事業(活動)が新地域支援事業として認められるよう、積極的に働きかけ

ましょう。 
(1).老人クラブ活動を生かした介護予防・生活支援活動 
  老人クラブでは地域の支援を必要とする会員・高齢者を対象に、声かけ、安否確認、

話し相手、ごみ出し、外出支援等の友愛活動に取り組んできました。 
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  この経験を活かし、新地域支援事業の理念の共有に努め、介護予防・生活支援サー

ビスの担い手として、行政や住民・関係者と協働した活動をすすめましょう。 
(2).老人クラブによる介護予防・生活支援サービス 
  支援を必要とする高齢者のニーズによっては、介護予防・生活支援サービスを事業

化して老人クラブがこれを担うことが考えられます。例えば、毎日の家事支援、外出

支援、配食など日常的な支援や健康教室、体力測定等の定期的な支援の中には、事業

化することによって、より質の高いサービスや多様なサービスの提供を可能にするこ

とも考えられます。 
 
(3).その他の具体的な事例 
 ・多様な通いの場 
  交流サロン・喫茶室、趣味サークル、健康教室、体力測定、介護予防教室等 
 ・多様な生活支援 
  声掛け、安否確認(電話訪問)、見守り、話し相手、お知らせ届等情報提供、高齢者

詐欺 
被害防止、防火・防犯・防災や災害避難協力、付添(通院・買い物・墓参・サロン

やクラブ活動場所等への同行)、軽作業(電球・電池・水道パッキン等交換、重量物

や高所物の移動、障子張り替え、雑草刈り、植木選定、簡単な家の補修等)家事手

伝い(掃除、窓ふき、草むしり、ごみ出し、布団干し等)、買い物や所手続き代行、

配食、移送サービス等 
 
3. 新地域支援事業に取り組むことで、老人クラブ活動が一層活性化され「100 万人会

員増強運動」に弾みをつけことになります。 
 新地域支援事業は、高齢者が住み慣れた自宅・地域でできる限り暮らし続けてい

けるようにする「福祉のまちづくり」の取組でもあります。 
 公的な介護保険制度に加えて、住民参加型の生活支援サービスが、地域ごとに実

情に応じて拡大・進展することにより、高齢者だけでなく、子供や傷害のある人、

すべての世代にとっての「福祉のまちづくり」につながります。 
 老人クラブはこれまでも「健康・友愛・奉仕」を基本に、地域で助け合い・支え

合いの活動を行ってきました。 
 老人クラブが新地域支援事業の担い手として、会員のみならず地域の高齢者によ

る支援の輪を広げることは、現在すすめている「100 万人会員増強運動」の成果に

もつながるものと期待されます。 
 
 

15.「新地域支援事業」について 
＜参考＞ 

１． 介護保険制度の見直し 
 〇 平成 26 年 6 月「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備に関する法律（医療介護総合確保推進法）」が可決・成立しました。

この法律は、持続可能な社会保障制度の確立のため、効率的かつ質の高い医療提供

体制と地域包括ケアシステムの構築をめざすものです。 
 〇 これにより介護保険制度が見直され、平成 27 年度から 3 年間で、これまで全国

一律であった要支援者に対する訪問介護や通所介護が、保険の給付対象から市町村

が行う新たな地域支援事業に移行されることになりました。 
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 〇 この見直しは、高齢者の多様な介護・生活支援ニーズに応えるため、全国一律の

サービスの種類や内容等によらず、地域の実情に応じた取り組みを推進することに

あります。 
 〇 今後、介護事業者に加え、企業・協同組合・各種法人・社会福祉協議会や自治会・   
  町内会・老人クラブ・NPO・ボランティア等の住民が主体となって多様なサービ

スを提供する地域の支え合い体制づくり（新地域支援事業）が全国的にすすむこと

になります。 
 
2.  高齢者の抱える課題 
 〇 高齢者は介護や介護予防といった課題を抱える一方で、人間関係の希薄化や「社

会的孤立」から生じる様々な福祉・生活課題を抱えています。 
 〇 介護保険制度は高齢者の尊厳と尊重と自立支援を支えるうえで大きな役割を果

たしていますが、残念ながら制度では支えきれない多くの課題があります。 
 〇 この新地域支援事業が創設されるに際して、“多様な通いの場づくり” や “多

様な生活支援” の活動や事業によって、住み慣れた自宅・地域での暮らしが可能

な限り継続できるようにしていくことが重要になります。 
 
3.  「新地域支援事業」の概要 
 （1） 新しい総合事業 
   ① 介護予防・生活支援サービス事業（要支援者が対象） 

ア． 訪問型・通所型サービス 
  ・介護事業者によるサービスの提供 
    訪問型：掃除、洗濯等の日常生活上の支援 
    通所型：機能訓練や集いの日常生活上の支援 
  ・多様な通いの場づくり 
    地域サロン、コミュニティカフェ、認知症カフェ、住民主体の交流

の場、 
    体操教室、運動・栄養・口腔等の教室、等 
イ． 生活支援サービス 
  ・栄養改善を目的とした配食 
  ・一人暮らし高齢者等の見守り 
  ・多様な生活支援  安否確認、配食、緊急時対応、外出支援、等 
ウ． 介護予防ケアマネジメント 

総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント

する 
   ② 一般介護予防事業（すべての高齢者が対象） 
      介護予防に関する情報提供、広報活動、健康教育、ボランティア養成、体 

操教室、等の高齢者の自発的な取り組みへの支援 
      ・介護予防把握事業：収集した情報を活用し、閉じこもり等何らかの支援

を要する者を、把握、介護予防活動へつなげる 
      ・介護予防普及啓発事業：介護予防活動の普及・啓発を行う 
      ・地域介護予防活動支援事業：住民主体の介護予防活動の育成・支援を行   
       う 
      ・一般介護予防事業評価事業：介護保険事業計画に定める目標値の達成状 
       況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う 
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      ・地域リハビリテーション活動支援事業：介護予防の取り組みを機能強化

するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハ

ビリ専門 
       職等による助言等を実施 
   

（2） 新しい包括的支援事業・任意事業 
     ・包括的支援事業 
      地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の 
      推進、生活支援サービスの体制設備（コーディネーター配置、協議体設置 
      等） 
     ・任意事業     介護給付費適正化事業、家族介護支援事業、他 
 
４． 全国の動き 
 （1） 新地域支援構想会議 
   〇  平成 25 年 12 月に、助け合い活動を推進する 14 団体で構成する「新地域

支援構想会議」が設置され、全国社会福祉協議会、全国老人クラブ連合会も

メンバーとして参画しています。 
   〇  この会議では、住民による助け合い活動や生活支援サービスを推進してき

た立場から、新地域支援事業のあり方について三つの提案をしました。 
   【三つの提案】 

①  自治体や地域住民に対して、助け合い活動がめざすものを伝える 
     ② 助け合い活動団体の協働の場（協議体）をつくる 
    ③ 協議体での議論を基盤にして、コーディネーターにふさわしい人を選ぶ 

   ※  詳細は平成 26 年 6 月 20 日に取りまとめた「新地域支援構想」を参照。 
 （2） 地域包括ケア推進全国会議 
   〇 急増する高齢者が、住み慣れた地域での暮らしが維持できるよう、医療・介 

護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシス

テム」の構築を目的に、平成 26年 3月 27日この全国会議が開催されました。 
   〇 この会議には、全国知事会、全国市長会、全国町村会をはじめ、前述の新地

域支援構想会議のメンバーを含む介護・医療等の関係者 85 団体が参加し、

各地域の創意工夫を活かして、地域の特性に応じた地域包括ケアの推進が決

議されました。 
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16. 老人クラブ活動と新地域支援事業の関連について 
  （新地域支援事業・地域共生社会の推進に向けて） 
 
                             平成 29 年 3 月 
 
1. 経 緯 

1-1 介護保険改正に伴う要支援者への予防給付（訪問介護・通所介護）について、

市町村の実情に応じた取り組みとした地域支援事業への移行が平成 29 年度末まで

とされた。 
  1-2 改正の主旨は地域包括ケアシステムの構築に向けた一環として、高齢者が住み

慣れた地域で生活を継続できるよう、介護・医療・生活支援・介護予防・住まい

の充実をめざすもの。 
  1-3 特に老人クラブとの関連では、高齢者の社会参加による生活支援・介護予防サ

ービスの充実が期待されているところ。 
    例：介護者支援、外出支援、食材配達、配食、家事援助、電球交換等のボランテ

ィア、見守り、声かけ、安否確認、交流サロン、コミュニティカフェ等 
 
2. 現 状 

2-1 全国 1,579 の保険者（自治体）のうち、「介護予防・日常生活支援総合事業」 
の実施状況は、平成 28 年 7 月調査時点で 516 保険者（約 1/3）にとどまり、最

終年での移行が多数。 
2-2 先行する 78 自治体の調査では、従前の介護予防訪問介護、通所介護以外の「多   
 様なサービス」が出現しているが、介護サービス事業者が担い手となっているサ 

ービス割合が高い。 
2-3 このような働きの中で、市町村老連においては「行政からの働きかけ」や「老 

連からの働きかけ」によって約 40％の市町村老連でこの事業に関して行政との連 
携に努めている。 

2-4 前述の市町村老連において具体の事業実施や検討中のところは 30％弱で、事 
業内容は「サロンの開催」、「健康体操の実施」、「見守り、声かけ、安否確認」が 
中心となっている。 

  2-5 また協儀体を設置した自治体調査によると、第 1 層および第 2 層の協議体構成 
   員として老人クラブが参画し、重要な構成メンバーとなっている。 
  2-6 国は平成 29 年度以降も成長期と位置づけ、取り組みに関する定期的な検証を 

行い、その結果を踏まえた支援の展開を通じて総合事業等の成長・発展の支援を 
行うこととしている。 

 
3. 今後の対応 

3-1 前述の現況から、移行後の成長期においては各市町村の実情に応じた多種多様 
な取り組みが行われるものと考えられ、老人クラブの関わりもまた一様でないこ 
とが想定される。 

3-2 このように多様な事業展開の中においても老人クラブ活動との関わりでは、 
「友愛活動」および「健康づくり活動」との関連性が高く、とりわけ「友愛活動」 
の広がりが期待されるところ。 

3-3 全老連ではこれまで「在宅福祉を支える友愛活動」をめざし、訪問型の支援活 
 動を中心に進めてきたところであり、「健康づくり活動」への取り組みも広がって 
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いる。 
3-4 今後は「友愛活動」「健康づくり活動」をより幅広くとらえ、「多様な生活支援」 
 「多様な通いの場」を念頭に、以下の取り組みを総合的にすすめ、新地域支援事 

業との関係性を深めることに努めたい。 
 
 
【めざす老人クラブ活動のイメージ】 

① 多様な生活支援（日常生活の困りごと支援：ゴミだし、買物、家事援助、外

出支援等） 
② 多様な通いの場づくり（サロン、ふれあい喫茶、集いの場づくり） 
③ 見守り支援（声かけ、安否確認、話し相手、参加の誘い、異変の気づき、関

係機関との連携） 
④ 健康づくり支援（健康づくり・介護予防活動、認知症、権利擁護等の学習と

要支援者への支援） 
⑤ 情報伝達支援（防災、避難、防犯、制度活用、消費者被害防止等） 

 

  3-5 上記（3-4）の友愛活動は、地域包括ケアシステムが目指している「高齢者が 

住み慣れた地域で生活の継続」に資するものであり、これまでの活動経験を土台 

に、さらに活動の充実・拡大・発展に努め、高齢者の社会参加による共生社会の 

実現に寄与貢献したい。 

  3-6 活動成果を高めるためには行政や協議体、関係団体との連携が重要であること 

   は言うまでもない。そのうえで老人クラブは“要請・連携”を待つのではなく、 
まずは主体的に従来活動を点検・検証し、活動の充実に向けて「友愛活動のリニ 
ューアル」をめざすこととしたい。 
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  資 料 編   

1.老人福祉法(抜粋) 

2.老人クラブ運営指針(全老連) 

3.佐賀市老人クラブ会則 

4.いきいきクラブ体操 

5.「単位老人クラブ２１」の全体像(全国老人クラブ連合会) 
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3.佐賀市老人クラブ連合会会則 
 
(名称) 
第1条 この会は、佐賀市老人クラブ連合会という。 
(事務所) 
第2条 この会は、事務所を佐賀市兵庫北三丁目８番36号の佐賀市保健福祉会館内に置く。 
(目的) 
第3条  この会は、会員の老後の生活を健全で豊かなものにするために佐賀市内の「町・村・

校区」老人クラブ及び単位クラブを組織し健康・友愛・奉仕、活動の推進を図り、会

員福祉の増進に資することを目的とする。 
(組織) 
第4条  この会は、「町・村・校区」老人クラブ連合会及び単位老人クラブの会員をもって

組織する。 
(事業) 
第5条 この会は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 老人クラブ相互の連絡調整に関すること。 
(2) 老人クラブの育成、指導等に関すること。 
(3) 会員の親睦、研修、社会参加等に関すること。 
(4) 老人クラブ活動の広報に関すること。 
(5) 関係機関、団体等との連携及び協力に関すること。 
(6) その他、この会の目的達成に必要なこと。 

(役員) 
第6条 この会に役員を置く。 
   理事    36 名 
   常務理事  1 名 
   監事    2 名 
   理事の内 1 名を会長、3 名を副会長とし、内 1 名を女性部長とする。 
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(役員の選任) 
第7条 会長及び副会長は、理事の互選によって選任し、総会で報告する。 
  2 理事は、「町・村・校区」老人クラブ連合会の会長とし、常務理事は、会員で学識

経験者等のなかから、女性理事にあっては、女性部員から、会長が理事会の同意を

得て指名した者を充てる。 
  3 監事は、理事会で選任する。 
  4 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。 
(役員の職務) 
第8条 会長は、この会を代表し会務を統括する。 
  2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又会長が欠けた場合は、その職務を

代理する。 
  3 常務理事は、事務局長を兼務し、老人クラブ連合会の業務を処理し、会長及び副会

長事故あるときは、その職務を遂行する。 
  4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 
  5 監事は、会務及び会計執行状況を監査し、総会に報告する。 
(役員の任期) 
第9条 役員の任期は、2 年とする。但し再任は、妨げない。 
  2 役員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
  3 役員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、引続きその職務

を行う。 
(会議) 
第10条 この会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。 
  2 会議は、構成人員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席人員の過半数で

決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。 
  3 会議の議長は、総会にあっては、会長の指名するものとし、理事会にあっては、会

長とする。 
(総会) 
第11条 総会は、単位クラブから 1 名の代議員で構成する。 
  2 総会は、年 1 回開催し、次の事項について審議する。但し、会長は必要と認めた時

又は、理事の 3 分の 1 以上の連署による開催の要求があったときは臨時に招集する

ことができる。 
(1) 会則の改正に関する事項。 
(2) 予算決算に関する事項。 
(3) 事業報告及び事業計画に関する事項。 
(4) その他、この会の運営に関する事項。 

(理事会) 
第12条 理事会は、次の事項について審議する。 

(1) 総会に附議する事項。 
(2) 総会の決議事項で、急施を要し総会を招集する暇がないと認めたもの。 
(3) その他、会長が必要と認めた事項。 

(女性部会) 
第13条 女性部に部会を設置し、そのなかから 7 名を理事に選出する。 
   2 女性部会は、その都度会議を開き、審議した案件は、部長が決し理事会に附議す

る。 
   3 女性部会の設置規定を別に定めこれを適用する。 
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(専門部会)  
第14条 理事会に専門部会を設置する。 
   2 専門部会の構成は、総務部・教養部・体育部・福祉部とする。 
   3 専門部会は、その都度会議を開き、審議した案件は、部長が決し、理事会に附議

する。 
(顧問) 
第15条 この会に顧問を置くことができる。 
   2 顧問は、この会の発展に特に功労のある者又は、学識経験者のうちから理事会に

おいて選任する。 
   3 顧問は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。 
   4 顧問の任期は、2 年とする。 
(事務局) 
第16条 この会の庶務は、事務局において処理する。 
   2 事務局に事務局長その他の職員をおくことができ、その任命は、理事会に諮って

会長が委嘱する。 
(会計) 
第17条 この会計に要する経費は、会費、補助金、委託金、寄付金その他の収入をもって

充てる。 
   2 会費額及び収入の期限は、理事会において決定する。 
   3 会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日で終わる。 
(委任) 
第18条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 
 
 附則 
 この会則は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。 
 附則 
 (佐賀市長生会会則の廃止) 
 佐賀市長生会会則の廃止(昭和 51 年 4 月 1 日から施行)は廃止する。 
 附則 
 この会則は、昭和 54 年 4 月 1 日から施行する。 
 附則 
この会則は、平成元年 5 月 16 日から施行する。 
附則 

 この会則は、平成 7 年 5 月 10 日から施行する。 
 附則 
 この会則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 附則 
 この会則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
 附則 
 この会則は、平成 21 年 5 月 22 日から施行する。 
附則 

 この会則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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佐賀市老人クラブ連合会加入状況     令和 7 年 4 月 1 日現在 

校区 クラ

ブ数 

会員

数 

65 歳以上人

口 

加 入

率 % 

校区 クラブ

数 

会員数 65 歳以上

人口 

加入率 

% 

勧興 16 484 6,519 26.25 諸富 21 922 9,710 26.88 

循誘 4 135 8,646 5.17 大和 7 264 23,378 3.88 

神野 4 188 11,068 6.14 富士 12 526 3,109 35.56 

赤松 3 61 8,072 2.89 三瀬 6 281 1,071 57.94 

日新 0 0 9,095 0.00 南川副 8 207 5,402 10.63 

西与賀 7 309 5,820 17.14 西川副 7 236 5,190 13.27 

本庄 7 213 12,059 6.92 中川副 12 351 2,699 32.53 

北川副 5 67 12,283 1.89 大詫間 0 0 1,404 0.00 

巨勢 5 206 5,518 15.43 東与賀 8 263 7,490 11.80 

蓮池 4 121 1,629 20.68 久保田 14 349 7,222 15.29 

兵庫 11 332 15,136 11.31 小計 95 3,399 66,675 15.38 

久保泉 9 229 3,630 16.33      

金立 7 285 4,370 19.04      

高木瀬 7 313 14,255 7.34      

鍋島 12 370 12,676 13.11      

嘉瀬 16 497 4,933 28.90      

新栄 6 233 6,788 10.80      

若楠 6 289 7,802 13.35      

開成 0 0 8,726 0.00      

小計 129 4,332 159,025 9.69 合計 224 7,731 225,700 11.57 

※65 歳以上の人口数は令和 7年 4月 1日現在の住民基本台帳登録より 
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老人クラブ等での各種の研修会で活用可能な情報 
単位クラブや校区の老人クラブ連合会において研修会等において活用可能な情報として下

記によりご紹介します。 
名称 連絡先 住所 概要 備考 
佐賀市職員出前講座 40-7024 佐賀市栄町 1-1 

佐賀市役所秘書課

広聴係 

6つのテーマで86
の講座を用意され

ている。 

 

佐賀警察署 
交通第一課 

30-1911 佐賀市高木瀬町東

高木 234-1 
佐賀警察署による

高齢者への交通死

亡事故防止講話 

 

佐賀警察署 
生活安全課 

30-1911 佐賀市高木瀬町東

高木 234-1 
佐賀警察署による

高齢者への振り込

め詐欺防止講話 

 

佐賀市消費生活セン

ター(佐賀市生活安全

課 

40-7086 佐賀市駅前中央１

丁目 8-32 
佐賀市による消費

生活等に関する講

話 

 

㈱ミズによる健康講

座 
22-7974 佐賀市水ヶ江 1-1 

-11 
健康講座 
村上 正太郎 

 

西田 富子 31-2863 
09049890722 

佐賀市若楠3-8-10 福祉体験学習やレ

クリェーション等 
 

佐賀県警察本部警務

部広報県民課 
24-1111 
内線 2173 

予定日の概ね前月

の 10 日までに管轄

の警察署(警務課)へ 

佐賀県警察音楽隊

による演奏活動 
 

在宅リハビリ訪問看護ステーション 

TOMO 佐賀 
20-3020 佐賀市高木瀬西

5-16-12 
介護予防講話活動  

佐賀西部コロニー 84-3511 杵島郡白石町大字

福吉 1815-1 
ふれあい研修 
マイクロ無料送迎有 

 

佐賀市上下水道局 33-1330 総務課 水道出前講座 旧佐賀市、

諸富が対象 

介護老人福祉施設 
桂寿苑 

98-3521 佐賀市久保泉町川

久保 1986 
佐賀にわか  

大塚製薬㈱ 
佐々木 浩一 

65-2610 
090-8723-5087 

佐賀市駅前中央

1-4-8 太陽生命ビル 2F 
健康講座  

認知症サポーター養

成講座 
 

40-72534,979 佐賀市役所高齢福

祉課長寿推進係 
団体での講座受講

や個人での受講も

あります 

 

地域安全教育指導員 
平野 富子 

05037385056
6,787 

九州文教サービス

㈱ 
交通安全・振り込

め詐欺防止の寸劇

による啓発活動 

 
 

ほとめき姉妹 31-287,93663 
0904989078,8
6222 

西田 富子 佐賀仁○加による

お楽しみ 
 

総合保健施設「紀水

苑」 
34-7750 
09068983320 

田中 正人 
 

介護予防関連講座 
脳卒中等に関する 
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